
山
梨
県
公
報
　
　
第
一
〇
三
号
　
　
令
和
二
年
六
月
十
一
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
九
三

山
梨
県
公
報

第
一
〇
三
号

令
和
二
年六

月
十
一
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
令
和
二
年
度
に
お
け
る
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
附
則
第
二
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

二
九
三

　
の
知
事
が
指
定
す
る
日

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生	

二
九
三

公

告

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て	

二
九
三

○
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出	

二
九
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
（
二
件
）	

二
九
四

○
公
共
測
量
の
実
施
（
二
件
）	

二
九
七

人
事
委
員
会

○
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
九
七

○
令
和
二
年
度
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
の
実
施
の
一
部
変
更	

二
九
八

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
八
十
九
号

令
和
二
年
度
に
お
け
る
山
梨
県
立
富
士
北
麓
駐
車
場
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
二
十
三
年
山
梨
県

条
例
第
三
号
）
附
則
第
二
項
の
知
事
が
指
定
す
る
日
は
、
令
和
二
年
六
月
十
一
日
か
ら
同
年
七
月
十
日

ま
で
の
日
及
び
同
年
九
月
十
日
か
ら
同
年
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
同
年
七
月
十

日
に
あ
っ
て
は
午
後
五
時
前
に
、
同
年
九
月
十
日
に
あ
っ
て
は
午
後
五
時
以
後
に
利
用
を
開
始
す
る
場

合
に
限
り
、
許
可
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

山
梨
県
告
示
第
百
九
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
家
畜
伝
染
病
の
発
生
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種
類

患
畜
又
は
疑
似

患
畜
の
区
分

発
生

頭
数

発
　
生
　
場
　
所

発
　
生
　
年
　
月
　
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患
畜

一

南
ア
ル
プ
ス
市

令
和
二
年
六
月
三
日

公
　
　
　
告

◉
　
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ

た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
協
定
、
経
済
上
の
連
携
に
関

す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も

の
で
あ
る
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

㈠
　
名
称
　
消
防
防
災
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
運
航
管
理
業
務

㈡
　
数
量
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属
の
名
称
及
び
所
在
地

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
防
災
局
消
防
保
安
課

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日
　
令
和
二
年
五
月
二
十
八
日

四
　
落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
ジ
ャ
ネ
ッ
ト

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
斐
市
宇
津
谷
四
百
四
十
五
番
地
の
一

五
　
落
札
金
額
　
三
億
六
千
七
百
四
十
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日
　
令
和
二
年
四
月
十
六
日

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
変
更
の
届
出



二
九
四

山
梨
県
公
報
　
　
第
一
〇
三
号
　
　
令
和
二
年
六
月
十
一
日

役
職
名

氏
　
　
　
名

住

所

退

任

年

月

日

理
事
長

後
藤
七
五
郎

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
八
百

三
十
六
番
地

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

副
理
事
長

渡
辺
教
泰

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
九
百
八

十
三
番
地
二

同

理
事

三
浦
一
平

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
百
八
十

八
番
地
一

同

同

湯
山
考
徳

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
三
十

八
番
地
二

同

同

天
野
忠
純

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
十
五

番
地

同

同

後
藤
義
和

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
七
十

八
番
地
八

同

同

後
藤
順

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
七
百
四
十

一
番
地

同

同

湯
山
清
政

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
六
百
七
十

四
番
地

同

同

三
浦
信

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
五
十

五
番
地

同

同

後
藤
政
志

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

七
十
四
番
地

同

同

湯
山
昭
彦

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
三
十

二
番
地
四
百
十
二

同

監
事

後
藤
博
志

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
百
十
八

番
地

同

同

渡
辺
隆
良

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
十
六
番
地

同

同

田
辺
宏
哉

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
六
十
九

番
地

同

同

川
口
征
司

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
七
十
三

番
地

同

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

公
告
し
、
及
び
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名
　
芙
蓉
総
合
リ
ー

ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
辻󠄀
田
泰
徳
　
東
京
都
千
代
田
区
神
田
三
崎
町
三
丁
目
三
番
二
十
三
号

二
　
届
出
の
概
要

1
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ
石
和
店
　
山
梨
県
笛
吹
市
石
和
町
市

部
字
北
河
原
八
百
二
十
二
番
地
三
十
四
外

2
　
変
更
し
た
事
項
　
大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

変
更
前

変
更
後

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ

代
表
取
締
役
　
才
津
達
郎

代
表
取
締
役
　
赤
尾
主
哉

東
京
都
府
中
市
若
松
町
一
丁
目
三
十
八
番
地
の

一

株
式
会
社
サ
ン
ド
ラ
ッ
グ

代
表
取
締
役
　
貞
方
宏
司

東
京
都
府
中
市
若
松
町
一
丁
目
三
十
八
番
地

の
一

3
　
変
更
の
年
月
日
　
令
和
元
年
五
月
一
日

三
　
届
出
年
月
日
　
令
和
二
年
五
月
二
十
日

四
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

五
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
二
年
十
月
十
二
日
ま
で

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
忍
野

村
内
野
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
退
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住

所

退

任

年

月

日

理
事
長

後
藤
七
五
郎

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
八
百

三
十
六
番
地

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

副
理
事
長

渡
辺
教
泰

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
九
百
八

十
三
番
地
二

同

理
事

三
浦
一
平

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
百
八
十

八
番
地
一

同

同

湯
山
考
徳

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
三
十

八
番
地
二

同

同

天
野
忠
純

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
十
五

番
地

同

同

後
藤
義
和

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
七
十

八
番
地
八

同

同

後
藤
順

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
七
百
四
十

一
番
地

同

同

湯
山
清
政

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
六
百
七
十

四
番
地

同

同

三
浦
信

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
五
十

五
番
地

同

同

後
藤
政
志

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

七
十
四
番
地

同

同

湯
山
昭
彦

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
三
十

二
番
地
四
百
十
二

同

監
事

後
藤
博
志

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
百
十
八

番
地

同

同

渡
辺
隆
良

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
十
六
番
地

同

同

田
辺
宏
哉

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
六
十
九

番
地

同

同

川
口
征
司

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
七
十
三

番
地

同



二
九
五

山
梨
県
公
報
　
　
第
一
〇
三
号
　
　
令
和
二
年
六
月
十
一
日

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
忍
草

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
退
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住

所

就

任

年

月

日

理
事
長

渡
辺
利
雄

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

一
番
地

令
和
二
年
四
月
一
日

副
理
事
長

後
藤
一
之

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
六
百
五
番

地

同

理
事

渡
辺
雄
司

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

番
地

同

同

天
野
賢

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
六
百

五
十
五
番
地
二

同

同

堀
内
勲

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
十
八

番
地

同

同

後
藤
成
滋

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
七
十

八
番
地

同

同

三
浦
与
志
竹

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
六
十

一
番
地

同

同

柏
木
陽
典

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

九
十
九
番
地

同

同

小
山
田
喜
久

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
四
十

二
番
地

同

同

米
山
一
広

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

四
十
番
地
一

同

同

天
野
旭

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
八
百

八
十
九
番
地

同

監
事

三
浦
竹
松

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
十
二
番

地

同

同

渡
辺
竜
二

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
十
七
番

地
一

同

同

渡
辺
啓

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
十
二
番

地

同

同

渡
辺
康

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
九
十
九

番
地
一

同

二
　
就
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住

所

退

任

年

月

日

理
事
長

後
藤
七
五
郎

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
八
百

三
十
六
番
地

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

副
理
事
長

渡
辺
教
泰

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
九
百
八

十
三
番
地
二

同

理
事

三
浦
一
平

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
百
八
十

八
番
地
一

同

同

湯
山
考
徳

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
三
十

八
番
地
二

同

同

天
野
忠
純

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
五
百
十
五

番
地

同

同

後
藤
義
和

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
七
十

八
番
地
八

同

同

後
藤
順

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
七
百
四
十

一
番
地

同

同

湯
山
清
政

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
六
百
七
十

四
番
地

同

同

三
浦
信

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
五
十

五
番
地

同

同

後
藤
政
志

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

七
十
四
番
地

同

同

湯
山
昭
彦

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
三
十

二
番
地
四
百
十
二

同

監
事

後
藤
博
志

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
百
十
八

番
地

同

同

渡
辺
隆
良

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
十
六
番
地

同

同

田
辺
宏
哉

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
六
十
九

番
地

同

同

川
口
征
司

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
七
十
三

番
地

同

役
職
名

氏
　
　
　
名

住

所

就

任

年

月

日

理
事
長

渡
辺
利
雄

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

一
番
地

令
和
二
年
四
月
一
日

副
理
事
長

後
藤
一
之

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
六
百
五
番

地

同

理
事

渡
辺
雄
司

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

番
地

同

同

天
野
賢

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
六
百

五
十
五
番
地
二

同

同

堀
内
勲

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
十
八

番
地

同

同

後
藤
成
滋

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
百
七
十

八
番
地

同

同

三
浦
与
志
竹

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
六
十

一
番
地

同

同

柏
木
陽
典

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

九
十
九
番
地

同

同

小
山
田
喜
久

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
三
百
四
十

二
番
地

同

同

米
山
一
広

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
七
百

四
十
番
地
一

同

同

天
野
旭

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
四
千
八
百

八
十
九
番
地

同

監
事

三
浦
竹
松

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
千
十
二
番

地

同

同

渡
辺
竜
二

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
二
十
七
番

地
一

同

同

渡
辺
啓

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
十
二
番

地

同

同

渡
辺
康

南
都
留
郡
忍
野
村
内
野
百
九
十
九

番
地
一

同



二
九
六

山
梨
県
公
報
　
　
第
一
〇
三
号
　
　
令
和
二
年
六
月
十
一
日

二
　
就
任

役
職
名

氏
　
　
　
名

住

所

退

任

年

月

日

理
事
長

大
森
勝
保

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
五
百
四
十

五
番
地

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

副
理
事
長

渡
邉
和
美

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
五
百
四

十
二
番
地

同

同

渡
邉
和
司

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
百
二
十

九
番
地

同

理
事

広
瀬
和
志

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
八
十

二
番
地

同

同

大
森
吉
昌

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
四
十
三

番
地

同

同

渡
邉
正
通

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
百
五
十
八

番
地

同

同

渡
邉
一
雄

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
五
十

番
地

同

同

長
田
利
久

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
五
十
三

番
地

同

同

天
野
文
久

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
百
四
十

三
番
地

同

同

渡
邉
嘉
勝

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
百
三
十

番
地

同

同

大
森
光
秀

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
八
十

九
番
地

同

同

天
野
弥
寿
義

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
四
十

六
番
地

同

監
事

天
野
豊

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
百
九
十
七

番
地

同

同

天
野
賢
一

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
七
十

九
番
地

同

同

出
口
源

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
六
十

四
番
地

同

役
職
名

氏
　
　
　
名

住

所

就

任

年

月

日

理
事
長

天
野
文
久

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
百
四
十

三
番
地

令
和
二
年
四
月
一
日

副
理
事
長

渡
邉
一
雄

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
五
十

番
地

同

同

長
田
利
久

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
五
十
三

番
地

同

理
事

広
瀬
和
志

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
八
十

二
番
地

同

同

大
森
吉
昌

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
四
十
三

番
地

同

同

渡
邉
嘉
勝

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
百
三
十

番
地

同

同

大
森
光
秀

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
八
十

九
番
地

同

同

天
野
弥
寿
義

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
四
十

六
番
地

同

同

天
野
博

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
四
百
十

三
番
地
二

同

同

大
森
義
彦

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
五
百
番
地

同

同

天
野
悟

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
五
十

二
番
地

同

同

天
野
幸
彦

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
百
二
十
六

番
地

同

監
事

大
森
勝
保

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
五
百
四
十

五
番
地

同

同

渡
邉
和
美

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
五
百
四

十
二
番
地

同

同

渡
邉
和
司

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
百
二
十

九
番
地

同

同

大
森
義
彦

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
百
四
十

九
番
地
二

同

役
職
名

氏
　
　
　
名

住

所

退

任

年

月

日

理
事
長

大
森
勝
保

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
五
百
四
十

五
番
地

令
和
二
年
三
月
三
十
一
日

副
理
事
長

渡
邉
和
美

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
五
百
四

十
二
番
地

同

同

渡
邉
和
司

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
百
二
十

九
番
地

同

理
事

広
瀬
和
志

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
八
十

二
番
地

同

同

大
森
吉
昌

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
四
十
三

番
地

同

同

渡
邉
正
通

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
百
五
十
八

番
地

同

同

渡
邉
一
雄

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
五
十

番
地

同

同

長
田
利
久

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
五
十
三

番
地

同

同

天
野
文
久

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
百
四
十

三
番
地

同

同

渡
邉
嘉
勝

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
百
三
十

番
地

同

同

大
森
光
秀

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
八
十

九
番
地

同

同

天
野
弥
寿
義

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
四
十

六
番
地

同

監
事

天
野
豊

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
百
九
十
七

番
地

同

同

天
野
賢
一

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
七
十

九
番
地

同

同

出
口
源

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
六
十

四
番
地

同



二
九
七

山
梨
県
公
報
　
　
第
一
〇
三
号
　
　
令
和
二
年
六
月
十
一
日

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
計
測
）

二
　
測
量
の
地
域
　
富
士
川
本
川
お
よ
び
早
川

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
二
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
五
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
甲
府
河
川
国
道
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸
太
郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
航
空
レ
ー
ザ
計
測
）

二
　
測
量
の
地
域
　
笛
吹
川
お
よ
び
日
川
、
重
川

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
二
年
六
月
十
日
か
ら
同
年
十
二
月
二
十
五
日
ま
で

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
井
　
出
　
　
與
五
右
衞
門

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
⑴
中
「
ブ
ル
セ
ラ
病
」
を
「
ブ
ル
セ
ラ
症
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
十
六
号
）
の
施

行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

役
職
名

氏
　
　
　
名

住

所

就

任

年

月

日

理
事
長

天
野
文
久

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
百
四
十

三
番
地

令
和
二
年
四
月
一
日

副
理
事
長

渡
邉
一
雄

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
五
十

番
地

同

同

長
田
利
久

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
五
十
三

番
地

同

理
事

広
瀬
和
志

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
八
十

二
番
地

同

同

大
森
吉
昌

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
四
十
三

番
地

同

同

渡
邉
嘉
勝

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
百
三
十

番
地

同

同

大
森
光
秀

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
四
百
八
十

九
番
地

同

同

天
野
弥
寿
義

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
四
十

六
番
地

同

同

天
野
博

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
四
百
十

三
番
地
二

同

同

大
森
義
彦

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
五
百
番
地

同

同

天
野
悟

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
七
百
五
十

二
番
地

同

同

天
野
幸
彦

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
百
二
十
六

番
地

同

監
事

大
森
勝
保

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
五
百
四
十

五
番
地

同

同

渡
邉
和
美

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
千
五
百
四

十
二
番
地

同

同

渡
邉
和
司

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
三
百
二
十

九
番
地

同

同

大
森
義
彦

南
都
留
郡
忍
野
村
忍
草
二
百
四
十

九
番
地
二

同
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◉
　
令
和
二
年
度
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
の
実
施
の
一
部
変
更

令
和
二
年
三
月
五
日
付
け
で
公
告
し
、
令
和
二
年
四
月
二
十
七
日
付
け
で
一
部
変
更
し
た
令
和
二
年

度
山
梨
県
警
察
官
採
用
試
験
の
実
施
の
公
告
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

令
和
二
年
六
月
十
一
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
員
長
　
　
井
　
出
　
　
與
五
右
衞
門

4
中
春
季
試
験
に
係
る
部
分
、
5
中
春
季
試
験
に
係
る
部
分
及
び
6
⑴
中
春
季
試
験
に
係
る
部
分
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。
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なお、他の試験種目にもそれぞれ一定の基準があり、一つでも基準に該当する場合は、合

計得点が高くても不合格となることがある。

（４） 最終合格者を決定する際、最終合格ラインに得点が同点の者がいた場合には、次の順序に

従って最終合格者を決定する。

ア 第３次試験・人物試験（個別面接）の得点の上位者

イ 第１次試験の合計得点の上位者

 
６ 合格者の発表 

１ 合格発表日

区分 春季試験

第 次試験合格者発表 令和２年６月２６日（金）

第 次試験合格者発表 令和２年７月１７日（金）

最終合格者発表 令和２年８月２８日（金）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番
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